
 

 

滋賀県介護施設等開設準備経費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、滋賀県地域医療介護総合確保基金を財源として、介護施設等の開設時か

ら安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、介護施設等

の開設時や既存施設の増床、また、介護療養型医療施設から介護医療院への転換の際に

必要な初度経費（設備経費、職員訓練期間中の雇上げ、職員募集経費、開設のための普

及啓発経費、その他事業の立ち上げに必要な経費）に対し、予算の範囲内において補助

金を交付するものとし、その交付に関しては滋賀県補助金等交付規則（昭和 48 年滋賀県

規則第９号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱の定めるところ

による。 

 

（補助金の交付対象事業等） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業は、介護施設等の新規開設または既存施設の定員

増に係る次の事業とし、対象施設等および対象経費は別表に定めるとおりとする。 

（１）県補助対象事業 

  介護施設等を設置する民間事業者が当該施設等の開設準備を行う事業 

（２）市町補助事業 

  介護施設等を設置する民間事業者が当該施設等の開設準備を行う事業（以下「市町補

助対象事業」という。）に対して、県から交付された補助金を財源の全部または一部と

して市町が補助する事業 

（３）市町実施事業 

  市町が設置する介護施設等の開設準備に要する経費に、県から交付された補助金を財

源の全部または一部として充てる事業 

２ 次に掲げる場合は、補助金の交付の対象としない。 

（１）平成 26 年度以前から開始している施設整備に伴う事業である場合 

（２）地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）に定める地方公務員の給与に充てる場合 

 

（補助金の交付額） 

第３条 この補助金の交付額の算定にあたっては、別表の第１欄に定める施設等ごとに、

第２欄に定める交付基礎単価に第３欄に定める単位の数を乗じて得た額と第４欄に定め

る対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を交付額とする。 

  ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 規則第３条に規定する補助金の交付申請は、交付申請書（別紙様式第１号）によ

り知事に提出するものとする。 

２ 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税等仕入れ控

除税額（補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税

法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の



 

金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて

得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合には、

これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税

等仕入れ控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。また、申請時において補助

金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかでない市町補助対象事業者（第５条（２）

オに規定する者）に係る部分についても、この限りでない。 

 

（交付の条件） 

第５条  規則第５条に規定する条件は次のとおりとする。 

（１）県補助対象事業 

  民間事業者が実施する事業（県補助対象事業）に対し知事が補助金を交付する場合 

  ア 県補助対象事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承    

認を受けなければならない。 

  イ 県補助対象事業を中止し、または廃止（一部の中止または廃止を含む。）する場

合には、知事の承認を受けなければならない。 

  ウ 県補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難となっ

た場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

  エ 県補助対象事業により取得し、または効用の増加した価格が 30 万円以上の機械、

器具およびその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定め

る耐用年数を経過するまで、知事の承認を受けないで、この県補助対象事業の目的

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、または廃棄してはなら

ない。 

  オ 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入

の全部または一部を県に納付させることがある。 

  カ 県補助対象事業により取得し、または効用の増加した財産については、県補助対

象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効

率的な運用を図らなければならない。 

    キ 県補助対象事業完了後に消費税および地方消費税の申告によりこの補助金に係る    

消費税および地方消費税に係る仕入れ控除税額が確定した場合は、別紙様式第２号

により速やかに知事に報告しなければならない。また、知事に報告があった場合は、 

当該仕入れ控除税額の全部または一部を県に納付しなければならない。 

  ク 県補助対象事業者は、県補助対象事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿

を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証

拠書類を県補助対象事業の完了の日（県補助対象事業の中止または廃止の承認を受

けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかな

ければならない。 

  ケ 県補助対象事業者が県補助対象事業を行うために締結する契約の相手方およびそ

の関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対

してなされた指定寄付金を除く。 

  コ 事業者が県補助対象事業を行うために必要な調達を行う場合には、県の助成を受

けて行うことに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。 



 

  サ 県補助対象事業者がアからコにより付した条件に違反した場合には、この補助金    

の全部または一部を県に納付させることがある。 

（２）市町補助事業 

  市町が民間事業者の実施する事業（市町補助対象事業）に対して補助する事業（市町 

補助事業）に対し知事が補助金を交付する場合 

  ア 市町補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認

を受けなければならない。 

イ 市町補助事業を中止し、または廃止する場合には、知事の承認を受けなければな

らない。 

  ウ 市町補助事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難となった

場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

  エ 市町補助事業に係る予算および決算との関係を明らかにした調書を作成するとと

もに、市町補助事業に係る歳入および歳出について証拠書類を整理し、かつ、調書

および証拠書類を市町補助事業の完了の日（市町補助事業の中止または廃止の承認

を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管してお

かなければならない。 

  オ 市町が市町補助対象事業に対してこの補助金を財源の全部または一部として補助    

金を交付する場合には、市町補助対象事業を実施する者（以下「市町補助対象事業    

者」という。）に対し、次の条件を付さなければならない。 

  （ア）市町補助対象事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、市町長     

の承認を受けなければならない。 

  （イ）市町補助対象事業を中止し、または廃止（一部の中止または廃止を含む。）す

る場合には、市町長の承認を受けなければならない。 

  （ウ）市町補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合または市町補助対象事業の

遂行が困難となった場合には、速やかに市町長に報告してその指示を受けなけれ

ばならない。 

  （エ）市町補助対象事業により取得し、または効用の増加した価格が 30 万円以上の機

械、器具およびその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令

で定める耐用年数を経過するまで、市町長の承認を受けないで、この市町補助対

象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、または

廃棄してはならない。 

  （オ）市町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その

収入の全部または一部を市町に納付させることがある。 

  （カ）市町補助対象事業により取得し、または効用の増加した財産については、市町

補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するととも

に、その効率的な運用を図らなければならない。 

  （キ）市町補助対象事業完了後に消費税および地方消費税の申告によりこの補助金に     

係る消費税および地方消費税に係る仕入れ控除税額が確定した場合は、速やかに

市町に報告しなければならない。また、市町長に報告があった場合は、当該仕入

れ控除税額の全部または一部を市町に納付しなければならない。 

  （ク）市町補助対象事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入



 

および支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証拠書類を市町補

助対象事業の完了の日（市町補助対象事業の中止または廃止の承認を受けた場合

には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければ

ならない。 

  （ケ）市町補助対象事業を行うために締結する契約の相手方およびその関係者から、

寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた

指定寄付金を除く。 

  （コ）事業者が市町補助対象事業を行うために必要な調達を行う場合には、市町の助

成を受けて行うことに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。 

  （サ）市町補助事業者が市町に対して申請書および報告書を提出するに当たっては、

第４条第２項、同条(１)キおよび第９条第２項に規定するところに準ずるものと

する。 

  （シ）市町補助対象事業者が（ア）から（サ）により付した条件に違反した場合には、     

この補助金の全部または一部を市町に納付させることがある。 

    カ オにより付した条件に基づき、市町が承認または指示する場合には、あらかじめ    

知事の承認または指示を受けなければならない。 

  キ オの（オ）または（キ）の条件により、市町補助対象事業者から財産処分による    

収入または補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額の全部または    

一部の納付があった場合には、その納付額の全部または一部を県に納付しなければ

ならない。 

  ク オの（シ）により市町補助対象事業者から市町へこの補助金の全部または一部の    

納付があった場合には、その納付額の全部または一部を県に納付させることがある。 

（３）市町が実施する事業（市町実施事業）に対し知事が補助金を交付する場合 

  ア 市町実施事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認    

を受けなければならない。 

  イ 市町実施事業を中止し、または廃止する場合には、知事の承認を受けなければな

らない。 

  ウ 市町実施事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難となった

場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

  エ 市町実施事業により取得し、または効用の増加した価格が 50 万円以上の機械、器

具およびその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める

耐用年数を経過するまで、知事の承認を受けないで、この市町実施事業の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、または廃棄してはならない。 

  オ 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入

の全部または一部を県に納付させることがある。 

  カ 市町実施事業により取得し、または効用の増加した財産については、市町実施事

業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的

な運用を図らなければならない。 

  キ 市町実施事業に係る予算および決算との関係を明らかにした調書を作成するとと

もに、市町実施事業に係る歳入および歳出について証拠書類を整理し、かつ、調書

および証拠書類を市町実施事業の完了の日（市町実施事業の中止または廃止の承認



 

を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管してお

かなければならない。 

  ク 市町実施事業を行うために必要な調達を行う場合には、県の助成を受けて行うこ

とに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。 

  ケ 市町がアからクにより付した条件に違反した場合には、この補助金の全部または    

一部を県に納付させることがある。 

 

（交付申請の取下げ） 

第６条 補助申請者は、交付決定の内容またはこれに付された条件に不服があり、補助金

の交付申請を取り下げようとする場合は、その交付決定の通知を受けた日から起算して

20 日以内に、その旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

（変更申請手続） 

第７条 補助金の交付の申請をした者は、補助金の交付決定後の事情の変更により申

請の内容を変更する場合は、別紙様式第１号の２により申請書を知事に提出するも

のとする。 

 

（状況報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について知事の要求があったときは、速やか

に実施状況を知事に報告しなければならない。 

 

（実績報告） 

第９条  規則第 12 条に規定する補助金の実績報告は、補助事業が完了した日から起算し

て 30 日を経過した日（補助事業の中止または廃止の承認を受けたときは、当該承認通知

を受理した日から起算して 30 日を経過した日）または翌年度の４月 10 日のいずれか早

い日までに事業実績報告書（別紙様式第３号）を知事に提出しなければならない。 

２ 第４条第２項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告

書を提出するに当たって、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかである場合に

は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

 

（補助金の交付） 

第 10 条 知事は、必要があると認めるときは、補助金の全部または一部を概算払いとする 

ことができる。 

２ 補助事業者等は、概算払により補助金等の交付を受けようとするときは、請求明細書

(別紙様式第４号)に関係書類を添えて知事に提出しなければならない。 

 

（電子情報処理組織による申請等） 

第11条 補助事業者は、第４条の規定に基づく交付の申請、第５条(１)キに基づく消費税

等仕入れ控除税額報告、第６条の規定に基づく申請の取下げ、第７条の規定に基づく変

更の申請、第９条の規定に基づく実績報告、第10条の規定に基づく支払請求については、

滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例（平成16年滋賀県条例第30号）



 

第３条第１項に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。 

 

（標準事務処理期間） 

第12条 標準事務処理期間は次のとおりとする。 

（１）規則第４条の規定による補助金等の交付の決定は、規則第３条の規定による申請が

あった日から起算して30日以内に行うものとする。 

（２）知事は、補助金の変更交付申請があったときは、申請書を受理した日から14日以内

に変更交付決定を行うものとする。 

（３）規則第13条の規定による額の確定は、第９条の規定による実績報告があった日から

起算して30日以内に行うものとする。 

 

（その他） 

第 13 条 知事は、規則またはこの要綱に定めるもののほか、この補助金の交付にあたり必

要な事項はその都度別に定めるものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 27 年７月 17 日から施行し、平成 27 年度の補助金から適用する。 

 

この要綱は、平成 28 年４月１日から施行し、平成 28 年度の補助金から適用する。 

 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行し、平成 30 年度の補助金から適用する。 

 

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行し、平成 31 年度の補助金から適用する。 

 

この要綱は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度の補助金から適用する。 

 

この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度の補助金から適用する。 

 

この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度の補助金から適用する。 

 

 この要綱は、令和５年８月３日から施行し、令和５年度の補助金から適用する。 

 

 この要綱は、令和７年３月 11 日から施行し、令和６年度の補助金から適用する。 

  

 この要綱は、令和７年 10 月７日から施行し、令和７年度の補助金から適用する。 

 

 この要綱は、令和８年４月 27 日から施行し、令和８年度の補助金から適用する。 

 

 

 

 



 

（別表） 
 
 

１区分 ２交付基礎単価 ３単位 ４対象経費 

定員 30 名以上の広域施設等 

特別養護老人ホー

ム等の円滑な開所

や既存施設の増床

に必要な需用費、

使用料及び賃借

料、備品購入費

（備品設置に伴う

工事請負費を含

む）、報酬、給

料、職員手当等、

共済費、賃金、旅

費、役務費、委託

料又は工事請負

費。 

 ・特別養護老人ホーム及び併設される

ショートステイ用居室 

1,120 千円 定員数 

・介護医療院 

・介護付きホーム(有料老人ホーム又

はサービス付き高齢者向け住宅であっ

て、特定施設入居者生活介護の指定を

受けるもの) 

・訪問看護ステーション（大規模化や

サテライト型事業所の設置） 
5,610 千円 施設数 

定員 29 名以下の地域密着型施設等 

 ・地域密着型特別養護老人ホーム及び

併設されるショートステイ用居室 

1,120 千円 

定員数 

※小規模多機能型

居宅介護事業所及

び看護小規模多機

能型居宅介護事業

所にあっては、宿

泊定員数とする。 

・介護医療院 

・認知症高齢者グループホーム 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

・小規模な介護付きホーム(有料老人

ホーム又はサービス付き高齢者向け住

宅であって、特定施設入居者生活介護

の指定を受けるもの) 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所 
18,800 千円 施設数 

 
※ 対象経費の算定期間は、当該施設等の開設前の６か月間を上限とする。 



 

様式第１号（第４条関係） 

                                                    番             号 

                                                    令和 年(○○○○年) 月 日 

（宛先） 

  滋賀県知事         

 

                      申請者    住所                           

                                 氏名                

                                      

                      発行責任者・氏名             

                                    担当者 

                        連絡先 

                        電話番号 

 

 

令和  年度滋賀県介護施設等開設準備経費補助金の交付申請について 

 

 標記について、次により補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請します。 

なお、この申請にあたり滋賀県補助金等交付規則第４条第２項各号のいずれかに該

当する事実が判明したときは、同規則第 16 条の規定に基づき補助金等の交付の決

定の全部または一部を取り消されても、何ら異議の申立てを行いません。 

 

 

１ 施設の種類および申請額 

施 設 の 種 類 施 設 の 名 称 申 請 額（円） 

 

 

 

 

 

 

 

２ 申請額算出内訳書 （別紙（１）のとおり） 

 

３ 事業計画書     （別紙（２）のとおり） 

 

 注 市町補助対象事業である場合は、別紙（１）、別紙（２）に代えて、別紙（３）に  

よること 

 

 （添付書類）  歳入歳出予算書（見込書）抄本 

 

 

 

 

 



 

別紙（１） 

令和  年度滋賀県介護施設等開設準備経費補助金申請額算出内訳書 

 

   施設の名称                

 

   施設の種類                

 

                                                       （単位：円） 

定員数（人・

転換床数） 

または施設数 

Ａ 

対象経費の実

支出予定額 

Ｂ 

交付基準単価 

    

Ｃ 

交付基準単価による

算定額（Ａ×Ｃ） 

Ｄ 

令和  年度

交付(予定)額 

Ｅ 

交付予定額 

（ＢとＤ－Ｅのいずれか低い方） 

Ｆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｂは、対象期間（補助対象年度）の金額を記載すること。 

 Ｅは、Ｄの金額の範囲内で翌年度に交付を予定する金額、または、前年度に交付済の金額を記載すること。 

 

 



 

別紙（２）         

事  業  計  画  書 

１ 施設の種類 

２ 施設の名称 

３ 施設の所在地 

４ 定員数 （新規開設）         人 

      （既存施設の定員増）増定員  人 （現定員  人：計  人）  

      （転換床数）         床 

５ 開設予定年月日  令和  年  月  日 

６ 開設準備期間   令和  年  月  日～令和  年  月  日 

  （うち対象期間   令和  年  月  日～令和  年  月  日） 

７ 事業計画 

                  円  （経費内訳のＡの額を記入） 

（経費内訳） 

項  目 積 算 等 金  額（円） 摘  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       計  Ａ  

（添付資料） 

  雇用契約書（写）、見積書（写）等、経費の内容が分かる書類を添付すること。 

  



 

様式第 1 号の２（第７条関係） 

                                                    番             号 

                                                    令和 年(○○○○年) 月 日 

（宛先） 

  滋賀県知事         

 

                  申請者    住所                           

                                 氏名                

                                      

                      発行責任者・氏名             

                                    担当者 

                        連絡先 

                        電話番号 

 

 

令和  年度滋賀県介護施設等開設準備経費補助金の変更交付申請について 

 

 令和  年(○○○○年)  月  日付け   第  号で交付決定通知のあった  年度

滋賀県介護施設等開設準備経費補助金について、下記のとおり変更したいので、関係書類

を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額 

    追加交付／一部取消申請額   金          円 

 

 

 

 

２ 変更の理由および変更内容 

 

 

 

３ 添付書類 

  ・申請額算出内訳書（別紙（１）） 

  ・事業計画書（別紙（２）） 

 

注 市町補助対象事業である場合は、別紙（１）、別紙（２）に代えて、別紙（３） 

によること 

 

  ・補助事業に係る歳入歳出予算書（見込書）抄本 

既交付決定額 金          円 

変更後所要額 金          円 



 

別紙（１） 

 

令和  年度滋賀県介護施設等開設準備経費補助金申請額算出内訳書 

 

施設の名称                   

 

施設の種類                   

 

（単位：円） 

定員数 

（人・転

換床数） 

または 

施設数 

Ａ 

対象経費の 

実 支 出 予 定

額 

 

 

Ｂ 

交付基準 

単価 

 

 

Ｃ 

交付基準単価 

による算定額 

（Ａ×Ｃ） 

 

Ｄ 

令 和  年 度

交付（予定）

額 

 

Ｅ 

補 助 金 

所 要 額 

 

 

Ｆ 

既 交 付 

決 定 額 

 

 

Ｇ 

差 引 額 

 

 

 

（Ｇ－Ｆ） 

        

 

Ｂは、対象期間（補助対象年度）中の金額を記載すること。 

Ｅは、Ｄの金額の範囲内で翌年度に交付を予定する金額、または、前年度に交付済の金額を記載すること。 

Ｆは、Ｂの金額と、ＤからＥを差し引いた金額とを比較して、いずれか低い方を記載すること。 

 

 



 

別紙（２）         

事  業  計  画  書 

１ 施設の種類 

２ 施設の名称 

３ 施設の所在地 

４ 定員数 （新規開設）         人 

      （既存施設の定員増）増定員  人 （現定員  人：計  人）  

      （転換床数）         床 

５ 開設予定年月日  令和  年  月  日 

６ 開設準備期間  令和  年  月  日～令和  年  月  日 

  （うち対象期間  令和  年  月  日～令和  年  月  日） 

７ 事業計画 

                  円  （経費内訳のＡの額を記入） 

（経費内訳） 

項  目 積 算 等 金  額（円） 摘  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       計  Ａ  

（添付資料） 

  雇用契約書（写）、見積書（写）等、経費の内容が分かる書類を添付すること。 

 

※変更後の内容について記載してください。 



 

様式第２号（第５条関係） 

                                                    番             号 

                                                    令和 年(○○○○年) 月 日 

 

 (宛先) 

滋賀県知事 

 

                  申請者    住所                           

                                 氏名                

                                      

                      発行責任者・氏名             

                                    担当者 

                        連絡先 

                        電話番号 

 

 

消費税等仕入れ控除税額報告書 

 

 

年 月 日付け滋 第 号で交付決定通知があった滋賀県介護施設等開設準備経費補助金に

ついて滋賀県介護施設等開設準備経費補助金交付要綱第５条の規定により、下記のとおり

報告します。  

 

 

記  

 

１  年 月 日付け滋 第 号による補助金の額の確定通知額   金      円  

２ 実績報告時に減額した消費税等仕入れ控除税額         金      円  

３ 消費税等の申告により確定した消費税等仕入れ控除税額     金      円  

４ 補助金返還相当額（３－２）                 金      円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第３号（第９条関係）                                                    

                                                    番             号 

                                                    令和 年(○○○○年) 月 日 

（宛先） 

  滋賀県知事  

 

申請者    住所                           

                                 氏名                

                                      

                      発行責任者・氏名             

                                    担当者 

                        連絡先 

                        電話番号 

                                                                             

     

令和  年度滋賀県介護施設等開設準備経費補助金の事業実績報告について     

 

 令和 年(○○○○年) 月 日付け滋  第  号で交付決定を受けた標記補助金の事業実

績について、下記関係書類を添えて報告します。 

 

１．施設の種類および精算額 

施 設 の 種 類 施 設 の 名 称 精 算 額（円） 

 

 

 

 

 

 

 

２．精算額算出内訳書 （別紙（１）のとおり）                     

 

３．事業実績報告書   （別紙（２）のとおり）                                 

 

 注 市町補助対象事業である場合は、別紙（１）、別紙（２）に代えて、別紙（３）に  

よること 

 

 （添付書類）  歳入歳出決算書（見込書）抄本 

 

 

 



 

別紙（１） 

令和  年度滋賀県介護施設等開設準備経費補助金精算額算出内訳書 

 

 

   施設の名称                

 

   施設の種類                

 

                                                                      （単位：円） 

定員数 

（人・転

換床数） 

または

施設数 

Ａ 

対象経費の 

実支出予定額 

 

 

Ｂ 

交付基準

単価 

 

 

Ｃ 

交付基準単価

による算定額 

（Ａ×Ｃ） 

 

Ｄ 

令和  年度

交付(予定)額 

 

 

Ｅ 

交付額 

（ＢとＤ－Ｅ

のいずれか低

い方） 

Ｆ 

補助金 

受入額 

 

 

Ｇ 

差引過不足額 

（Ｇ－Ｆ） 

 

 

Ｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｂは、対象期間（補助対象年度）の金額を記載すること。 

 Ｅは、Ｄの金額の範囲内で翌年度に交付を予定する金額、または、前年度に交付済の金額を記載すること。 

 

 



 

別紙（２）         

事 業 実 績 報 告 書 

１ 施設の種類 

２ 施設の名称 

３ 施設の所在地 

４ 定員数 （新規開設）         人 

      （既存施設の定員増）増定員  人 （現定員  人：計  人）  

      （転換床数）         床 

５ 開設年月日   令和  年  月  日 

６ 開設準備期間  令和  年  月  日～令和  年  月  日 

  （うち対象期間  令和  年  月  日～令和  年  月  日） 

７ 事業実績 

                  円  （経費内訳のＡの額を記入） 

（経費内訳） 

項  目 積 算 等 金  額（円） 摘  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       計  Ａ  

（添付資料） 

雇用契約書（写）等 

売買契約書（写）、検査調書（写）、納品書（写）等、経費の内容が分かる書類を添

付すること。 



 

  

 

様式第４号（第 10 条関係） 

 

 介護施設等開設準備経費補助金の概算払請求明細書 

 

請求額                     円 

 

(単位：円) 

 交付決定

額・委託

契約額 

前回まで

の受入額 

支出済額 残額 今回必要

額 

今回請求

額 

A B C D=B-C E F=E-D 

       

(例)       

       

人件費       

       

消耗品費       

       

光熱水費       

       

通信費       

       

賃借料       

       

合計       

 

 年  月  日 

 

（宛先） 

  滋賀県知事 

 

           請求者         住所 

                       氏名 

 

           発行責任者・担当者   氏名 

                       連絡先電話番号 


